
 

   
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

４月号 
 

♪『修二チャレンジプロジェクト』♪              校長  河井 誠人 

学校だよりの４月号でもお話をした「修二チャレンジプロジェクト」が始動しました。玄関を入

った横の掲示板にチャプロの木がつくられ，もう何枚かのチャレンジ宣言カードが貼られています。

始まったばかりのプロジェクトですが，その芽が出始めたのは，昨年度の４月の事でした。 

私が修二校に赴任したばかりの４月１日，教職員に質問アンケートを取りました。そのアンケート

の中で修二校の子ども達の持ち味や伸ばしたい課題を聞いてみました。課題の中のひとつに『なか

なか自信につながりにくい』というような中身がいくつかありました。それが，目指す子ども像のひ

とつ《失敗を怖れず，チャレンジする子》にも反映されました。 

３月に行った教職員全体会議の中でも『修二の子どもに更にチャレンジする 

気持ちを育てたい』という意見が多く聞かれました。そこで，今年度になって 

立ち上げたのが，修二チャレンジプロジェクトです。まだ構想でしかない取組 

を，見える形にしていく仕事は，採用５年目までの若手教員中心に任せました。 

右の４枚の写真は，この２ヶ月の歩みです。実行委員長の藤本先生を軸に主体 

的に取り組み，フレッシュなセンスで形にしていく姿はカッコよかったです。 

チャレプロの木に貼られた宣言カードには次のようなことが書かれています。 

★自分から１００人あいさつにチャレンジします！！ 

★毎日きちんと，くつをそろえることにチャレンジします！！ 

★自主学習をみんなで１０００ページ達成にチャレンジします！！ 

★全員が大なわを飛ぶことにチャレンジします！！ 

『そんなことをして，本当にチャレンジ精神が盛り上がるのかな。』そう思う向 

きもあるかもしれません。でも，始めないと何も動かない。きっと子ども達はみ 

んなでチャレンジすることを求めているはず。場をつくることで，少しずつ風が 

吹き始める…，そう思って歩を進めました。 

子ども達自身が考え，友だちと一緒に目標をもって協働する。力を合わせる 

プロセスの大切さを実感させることが第一の目的。「チャレンジプロジェクト 

の始動」そのものが修二校の今年度最初のチャレンジなんだと思っています。 

子ども達の背中を押す温かい風になっていただけるとうれしいです。 

 

 

 

                                   

 

 

ＨＰ http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/syugakuindai2-s/ 

令和３年６月１日 

京都市立修学院第二小学校 

校 長  河井 誠人 

TEL：(075)-781-5400 

 

学校教育目標 

夢・努力・協働，そして挑戦 

『主体的に学び，自ら考え行動する子どもの育成』 

令和３年度 

６月号 
 

例年より早い梅雨入りとなりました。雨が続いたり湿度が高かったりと，過

ごしにくい時期ではありますが，この季節ならではの植物を見つけたり，生

物の様子を観察したりしながら学校生活を楽しんでほしいと思います。 

気温の変化もあり，体調を崩しやすくなっています。子どもたちが元気に学

校生活を送るために，ご家庭での検温や朝の健康チェック等，引き続きご協

力よろしくお願いいたします。 

５月 憲法朝会 

5 月６日（木）に憲法朝会を行いました。学校長からは日本国憲法の３つの柱であ

る「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」について話をしました。また，３つの

柱が学校生活の中でどのように活かされているのかということについても話しまし

た。それは，「子どもが主人公」「自分も友だちも大切さは同じ」「いじめ・暴力はぜっ

たいに許さない」ということです。朝会のあと，各クラスで子どもたちが人権標語をつ

くりました。人権の大切さについて身近なことから，ご家庭の中で話題にしていただけ

るとありがたいです。 

 

修二 人権標語 
 

に組 思いやりのある行動をしよう 

４年 相手がいやな気持ちになることは言わない 

４年 友達に笑顔で話しかけよう 

５年 相手の顔を見て，元気よくあいさつしよう 

５年 自分と友達の大切さは同じ 

５年 周りの人の気持ち，自分と関わっていく人の気持ちを考えよう！ 

６年 みんな友達 一人一人をとても大事にしよう 

６年 自分と人のちがいをみとめる 

１年生 学校たんけんをしました 

 5 月 24 日（月）に学校たんけんをしました。

事前に２年生が各クラスの案内を各教室に貼

り，１年生はそのカードを見ながらいろいろな教

室をまわりました。広い学校の中を楽しそうに探

検する様子が見られました。 

 

http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/syugakuindai2-s/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほほえみ朝会 

５月１９日（水）に第１回ほほえみ朝会を行いまし

た。６年生の代表の児童が，この日のためにたくさ

んの準備をしました。朝会では，１学期のコツコツ目

標や「修二合言葉」の発表をしました。「修二合言

葉」は，修二校をより素敵にするために，６年生の子

どもたちが考えたことです。これからも６年生に全校

のリーダーとしてがんばっていってほしいです。 

 

 

GIGA端末を使って 

 各学年でGIGA端末を使った学習を進めてい

ます。子どもたちもＩＤやパスワードを入れ，ログイ

ンすることに慣れてきたようです。 

 ５年生では，図画工作科「形が動く絵が動く」

の学習で，自分たちが撮った写真をつなげ，パラ

パラ漫画のような作品を作りました。 

 ２年生では，理科「ぐんぐんそだて  おいしいや

さい」で成長の様子を写真に撮って友だちと紹

介し合っていました。 

学校図書館 開館しました  

子どもたちが楽しみにしていた学校図書館

がついに５月６日（木）に，開館しました。明るい

ひまわりロードを通ってたくさんの子どもたちが

図書館にやってきます。 

１年生は，初めての図書館。学校司書の浅井

先生とのオリエンテーションで，本の借り方や返

し方，図書館での過ごし方についてしっかりと学

んでいました。図書委員会の活動も始まり，委

員の子どもたちは，はりきって貸し出しや返却の

仕事をしています。 

修二 チャレンジプロジェクト始動 

「こんなことをやってみよう」「みんなでやってみ

よう」という子どもたちが挑戦したいことを決めて，

それぞれのクラスで取り組みます。挑戦したいこと

が決まったら，チャレプロボックスにカードを入れ，

達成できたらチャレプロの木 

に達成カードを貼ります。子ど 

もたちの「やってみよう」とい 

う気持ちを応援します。 

７月 個人懇談会 

年間予定で７月１２日（月）～

７月１６日（金）とお知らせしてい

ましたが，諸般の事情により７月

２６日（月）～７月３０日（金）の

午後の実施に変更させていただ

きます。 
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修二 合言葉 

毎月25日は 

にこにこの日 
 本部委員，代表委員の子ども
たちが校門で元気に朝の挨拶

をしています。 

全校に挨拶の 

輪が広がると 

いいですね。 

 大変残念ですが，緊急事態宣言の延長に伴い，9日（水），

11 日（金）に予定していた授業参観は中止とさせていただ

きます。また，修学旅行説明会は形式を変更して行う予定で

す。日程・方式については後日お知らせします。 

 合わせて，4年生の南部クリーンセンター「さすてな京都」

見学も中止となります。フッ化物洗口開始，放課後学び教室

開始は延期になります。日程は後日お知らせします。 

日 曜 学校行事 保健行事 PTA･その他

1 火
人権朝会（男女平等）

2 水

3 木 食の学習（２－い） 耳鼻科検診9:00～（全学年）

4 金 ＡＬＴ 　研究授業校時 再検尿

5 土

6 日

7 月 第3回委員会活動

8 火
１年生を迎える会(校内オンライン）
食の学習（2－ろ）

保健の日

9 水

10 木

11 金 （心電図二次検診）

12 土

13 日

14 月 ＡＬＴ

15 火
非行防止・ネットトラブル防止教室（３年）③

16 水 第１回なかよしタイム

17 木 非行防止・ネットトラブル防止教室（４年）③

18 金

19 土

20 日

21 月 クラブ①・食の学習３－ろ

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火 食の学習（４－い）

30 水 科学センター学習（４・６年AM)

水泳学習について 
 例年６月中旬から取り組んでいる水泳学習ですが，

密を避け，感染予防対策を徹底しながら実施の方向で

学習計画を立てています。ただし，緊急事態宣言が延

長される期間内における水泳学習は行わないこととし

ています。解除後の対応や水着等の販売については改

めてお知らせします。よろしくお願いいたします。 


